
遠
藤
美
光
先
生

略
歴

一
九
五
一
年

七
月
七
日

北
海
道
釧
路
市
に
生
ま
れ
る

一
九
七
〇
年

三
月

私
立
函
館
ラ
・
サ
ー
ル
高
等
学
校
卒
業

一
九
七
〇
年

四
月

上
智
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

一
九
七
四
年

三
月

上
智
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業
（
法
学
士
）

一
九
七
四
年

四
月

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
七
六
年

三
月

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
七
六
年

四
月

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
進
学

一
九
七
九
年

三
月

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
七
九
年

四
月

上
智
大
学
助
手
（
法
学
部
）（
〜
一
九
八
〇
年
三
月
）

一
九
八
〇
年

四
月

上
智
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
研
究
生
（
〜
一
九
八
一
年
六
月
）

一
九
八
一
年

七
月

日
本
学
術
振
興
会
奨
励
研
究
員
（
研
究
機
関：

上
智
大
学
法
学
部
）（
〜
一
九
八
二
年
三
月
）

一
九
八
二
年

四
月

千
葉
大
学
助
教
授
（
法
経
学
部
）

一
九
九
一
年

二
月

郵
政
省
電
気
通
信
審
議
会
専
門
委
員
（
〜
一
九
九
三
年
二
月
）

一
九
九
二
年

四
月

上
智
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
〜
一
九
九
四
年
二
月
）

一
九
九
二
年

八
月

ジ
ョ
ー
ジ
ア
大
学
（
米
国
）
法
科
大
学
院
非
常
勤
講
師
（
〜
同
年
九
月
）

一
九
九
四
年

二
月

千
葉
大
学
教
授
（
法
経
学
部
）（
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
）

一
九
九
七
年

四
月

千
葉
県
弁
護
士
会
綱
紀
委
員
会
参
与
（
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
）

一
九
九
八
年
一
一
月

千
葉
大
学
学
長
補
佐
（
〜
一
九
九
九
年
一
一
月
）

一
九
九
九
年

四
月

白
鴎
大
学
非
常
勤
講
師
（
〜
二
〇
〇
二
年
九
月
）

一
九
九
九
年

六
月

国
税
庁
税
務
大
学
校
東
京
研
修
所
講
師
（
〜
断
続
的
に
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月

秀
明
大
学
非
常
勤
講
師
（
〜
二
〇
〇
一
年
四
月
）
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二
〇
〇
一
年

四
月

公
正
取
引
委
員
会
独
占
禁
止
政
策
協
力
委
員
（
〜
二
〇
〇
七
年
三
月
）

二
〇
〇
一
年

七
月

大
学
基
準
協
会
相
互
評
価
委
員
会
幹
事
（
〜
二
〇
〇
三
年
三
月
）

二
〇
〇
二
年

四
月

法
務
省
司
法
試
験
第
二
次
試
験
考
査
委
員
（
商
法
担
当
）（
〜
二
〇
〇
五
年
一
一
月
）

二
〇
〇
二
年

八
月

千
葉
大
学
学
長
特
別
補
佐
（
〜
二
〇
〇
四
年
三
月
）

二
〇
〇
二
年
一
二
月

大
学
基
準
協
会
法
科
大
学
院
適
格
認
定
検
討
委
員
会
委
員
（
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
）

二
〇
〇
三
年

四
月

大
学
基
準
協
会
法
科
大
学
院
適
格
認
定
検
討
委
員
会
小
委
員
会
委
員
（
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
）

二
〇
〇
三
年

八
月

野
村
不
動
産
投
信
（
現

野
村
不
動
産
投
資
顧
問
）
株
式
会
社
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
社
外
委
員
（
現
在

に
至
る
）

二
〇
〇
三
年
一
二
月

大
学
基
準
協
会
法
科
大
学
院
当
初
基
準
設
定
委
員
会
委
員
（
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
）

二
〇
〇
四
年

四
月

千
葉
大
学
教
授
（
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
）
に
配
置
換
（
〜
二
〇
一
五
年
三
月
）（
法
経
学
部
兼
務
（
〜
二

〇
〇
八
年
三
月
、
二
〇
一
一
年
四
月
〜
二
〇
一
四
年
三
月
）、
法
政
経
学
部
兼
務
（
二
〇
一
四
年
四
月
〜
二
〇

一
五
年
三
月
））

二
〇
〇
四
年

四
月

千
葉
大
学
附
属
図
書
館
長
（
〜
二
〇
〇
五
年
三
月
）

二
〇
〇
六
年

四
月

千
葉
大
学
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
長
（
〜
二
〇
〇
八
年
三
月
）

二
〇
〇
六
年

四
月

大
学
基
準
協
会
法
科
大
学
院
試
行
評
価
委
員
会
委
員
（
〜
二
〇
〇
七
年
三
月
）

二
〇
〇
八
年

四
月

千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
後
期
課
程
社
会
科
学
研
究
専
攻
長
（
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
）

二
〇
〇
八
年

四
月

千
葉
県
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員
（
〜
二
〇
一
一
年
五
月
）

二
〇
〇
八
年

六
月

千
葉
大
学
学
長
特
別
補
佐
（
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
）

二
〇
〇
九
年

四
月

文
部
科
学
省
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
専
門
委
員（
法
科
大
学
院
特
別
審
査
会
委
員
）（
〜
二
〇
一
二
年
三
月
）

二
〇
〇
九
年

八
月

東
京
海
上
不
動
産
投
資
顧
問
株
式
会
社
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
社
外
委
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
一
年

四
月

弁
護
士
登
録
（
東
京
弁
護
士
会
）（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
二
年

四
月

東
京
弁
護
士
会
法
曹
養
成
セ
ン
タ
ー
委
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
四
年

四
月

カ
ル
ビ
ー
株
式
会
社
リ
ス
ク
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
社
外
委
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
五
年

三
月

千
葉
大
学
を
退
職
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遠
藤
美
光
先
生

主
要
著
作
目
録

Ⅰ

著
書

１．

『
新
損
害
保
険
双
書
（
第
二
巻
）』（
共
著
）、
文
眞
堂
、
一
九
八

三
年
、「
自
賠
責
保
険
の
査
定
の
拘
束
力
」、
五
九
〜
七
九
頁

２．

『
同
族
会
社
の
法
務
と
税
務
』（
共
著
）、
第
一
法
規
出
版
、
一

九
八
九
年
、
第
七
章
「
合
併
」
部
分
を
分
担
執
筆

３．

『
現
代
法
講
義
手
形
法
・
小
切
手
法
』（
共
著
）、
青
林
書
院
、

一
九
九
〇
年
、
八
七
〜
一
〇
四
頁

４．

『
現
代
法
講
義
会
社
法
』（
共
著
）、
青
林
書
院
、
一
九
九
一
年
、

四
四
〜
八
五
頁

５．

『
変
容
す
る
日
米
経
済
の
法
的
構
造
』（
共
著
）、
東
洋
堂
企
画

出
版
社
、
一
九
九
一
年
、「
日
米
に
お
け
る
対
内
的
直
接
投
資

の
法
規
制
」、
一
六
一
〜
二
〇
六
頁

６．

『
商
法
・
保
険
法
の
現
代
的
課
題：

石
田
満
先
生
還
暦
記
念
論

文
集
』（
共
著
）、
文
眞
堂
、
一
九
九
二
年
、「
日
米
構
造
協
議

と
企
業
組
織
法
の
課
題
」、
八
四
〜
一
〇
七
頁

７．

『
企
業
行
動
と
法：

松
下
満
雄
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』（
共

著
）、
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
五
年
、「
株
式
相
互
保
有
に

対
す
る
独
禁
法
・
会
社
法
的
規
制
の
考
察
」、
五
五
〜
七
七
頁

８．

『
日
米
経
済
対
決
の
構
図
―
通
商
事
件
史
と
関
係
修
復
へ
の
政

治
法
学
―
』（
共
著
）、
東
洋
堂
企
画
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、

一
一
九
〜
一
六
七
頁

９．

『
現
代
会
社
法
講
義
』（
共
著
）、
中
央
経
済
社
、
一
九
九
六
年
、

一
〇
五
〜
一
二
八
、
二
二
〇
〜
二
六
三
頁

１０．

『
現
代
会
社
法
講
義
〔
第
二
版
〕』（
共
著
）、
中
央
経
済
社
、
一

九
九
八
年
、
一
〇
六
〜
一
三
〇
、
二
二
四
〜
二
七
〇
頁

１１．

『
現
代
会
社
法
講
義
〔
第
三
版
〕』（
共
著
）、
中
央
経
済
社
、
二

〇
〇
〇
年
、
一
〇
六
〜
一
三
〇
、
二
二
四
〜
二
七
〇
頁

１２．

『
現
代
会
社
法
講
義
〔
第
四
版
〕』（
共
著
）、
中
央
経
済
社
、
二

〇
〇
一
年
、
一
〇
六
〜
一
三
〇
、
二
二
四
〜
二
七
〇
頁

１３．

『
Ｍ
＆
Ａ
の
会
計
・
税
務
・
法
務：

Ｍ
＆
Ａ
二
一
世
紀
（
第
三

巻
）』（
共
著
）、
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
一
年
、「
Ｍ
＆
Ａ
と
独

占
禁
止
法
」、
二
二
七
〜
二
四
七
頁

１４．

『
企
業
結
合
法
の
現
代
的
課
題
と
展
開：

田
村
諄
之
輔
先
生
古

稀
記
念
論
文
集
』（
共
著
）、
商
事
法
務
、
二
〇
〇
二
年
、「
結

合
企
業
に
お
け
る
子
会
社
の
再
編
成
と
親
会
社
株
主
の
保
護
」

二
一
〜
三
七
頁

１５．

『
経
済
法
の
理
論
と
展
開：

経
済
法
講
座
（
第
一
巻
）』（
共
著
）、

三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
、「
金
融
業
と
経
済
法
」、
一
七
〇
〜
一

九
二
頁

１６．

『
逐
条
解
説
会
社
法
（
第
一
巻：

総
則
・
設
立
）』（
共
著
）、
中

央
経
済
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
八
五
〜
二
一
〇
頁
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１７．

『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
２
（
別
冊
法
学
セ
ミ

ナ
ー
二
〇
五
号
）』（
共
著
）、
二
〇
一
〇
年
、
日
本
評
論
社
、

二
七
七
〜
二
八
五
頁

１８．

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
第
一
七
巻：

組
織
再
編
・
合

併
・
会
社
分
割
・
株
式
交
換
等
〈
一
〉）』（
共
著
）、
商
事
法
務
、

二
〇
一
〇
年
、
四
八
〜
七
〇
頁

１９．

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
第
一
八
巻：

組
織
再
編
・
合

併
・
会
社
分
割
・
株
式
交
換
等
〈
二
〉）』（
共
著
）、
商
事
法
務
、

二
〇
一
〇
年
、
五
〜
二
七
頁

Ⅱ

論
文

１．

「
破
綻
会
社
法
理
（T

he
Failing

Com
pany

D
octrine

）
の

展
開
と
課
題
」
上
智
大
学
、
一
九
七
八
年
、『
上
智
法
学
論

集
』
二
一
巻
二
・
三
合
併
号
、
二
〇
五
〜
二
四
三
頁

２．

「
財
政
破
綻
に
あ
る
株
式
会
社
の
営
業
譲
渡
―
総
会
決
議
の
必

要
性
と
そ
の
限
界
に
関
す
る
一
考
察
―
（
一
）」
上
智
大
学
、

一
九
七
九
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
二
三
巻
一
号
、
一
一
七
〜

一
五
四
頁

３．

「
財
政
破
綻
に
あ
る
株
式
会
社
の
営
業
譲
渡
―
総
会
決
議
の
必

要
性
と
そ
の
限
界
に
関
す
る
一
考
察
―
（
二
・
完
）」
上
智
大

学
、
一
九
八
〇
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
二
三
巻
二
号
、
一
七

一
〜
二
〇
三
頁

４．

「
中
小
企
業
法
制
と
流
通
系
列
化
」
財
団
法
人
流
通
経
済
研
究

所
、
一
九
八
一
年
、『
流
通
系
列
化
問
題
に
関
す
る
理
論
的
研

究
』、
四
八
〜
五
八
頁

５．

「
消
費
者
保
護
法
制
と
流
通
系
列
化
」
財
団
法
人
流
通
経
済
研

究
所
、
一
九
八
一
年
、『
流
通
系
列
化
問
題
に
関
す
る
理
論
的

研
究
』、
五
九
〜
七
二
頁

６．

「
専
売
店
制
の
公
正
競
争
阻
害
性
に
関
す
る
一
考
察
―
い
わ
ゆ

る
販
社
の
独
禁
法
上
の
評
価
も
含
め
て
―
」
財
団
法
人
流
通
経

済
研
究
所
、
一
九
八
一
年
、『
流
通
系
列
化
問
題
に
関
す
る
理

論
的
研
究
』、
一
〇
六
〜
一
一
七
頁

７．

「
銀
行
取
引
停
止
処
分
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
適
用
除
外
に
関

す
る
一
考
察
―
―
独
占
禁
止
法
適
用
除
外
法
二
条
三
項
但
書
の

解
釈
と
独
占
禁
止
法
上
の
評
価
に
関
す
る
一
試
論
」
千
葉
大
学
、

一
九
八
五
年
、『
千
葉
大
学
法
経
研
究
』
一
八
号
、
三
九
〜
一

〇
三
頁

８．

「
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
合
併
、
株
式
・
資
産
取
得
規
制

お
よ
び
合
弁
事
業
規
制
」
日
本
貿
易
会
貿
易
研
究
所
、
一
九
八

五
年
、『
米
国
の
対
日
通
商
制
限
に
関
す
る
法
的
諸
問
題
⑴
』、

一
七
〜
二
九
頁

９．

「
米
国
に
お
け
る
移
転
価
格
税
制
と
そ
れ
へ
の
対
応
」
日
本
貿

易
会
貿
易
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、『
米
国
の
対
日
通
商
制
限

に
関
す
る
法
的
諸
問
題
⑵
』、
七
七
〜
一
〇
一
頁

１０．

「
外
国
会
社
に
対
す
る
わ
が
国
の
持
株
会
社
規
制
（
上
）」
国
際

商
事
法
研
究
所
、
一
九
八
八
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
六
巻

四
号
、
二
九
三
〜
二
九
八
頁

６５０



１１．

「
外
国
会
社
に
対
す
る
わ
が
国
の
持
株
会
社
規
制
（
下
）」
国
際

商
事
法
研
究
所
、
一
九
八
八
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
六
巻

五
号
、
四
〇
五
〜
四
〇
九
頁

１２．

「
財
務
破
綻
に
あ
る
株
式
会
社
の
吸
収
合
併
（
一
）」
千
葉
大
学
、

一
九
八
九
年
、『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
四
巻
一
号
、
四
一
〜

七
三
頁

１３．

「
財
務
破
綻
に
あ
る
株
式
会
社
の
吸
収
合
併
（
二
・
完
）」
千
葉

大
学
、
一
九
九
一
年
、『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
六
巻
一
号
、

一
二
三
〜
一
四
九
頁

１４．

「
米
国
の
州
政
府
に
よ
る
Ｍ
＆
Ａ
に
関
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
規

制
と
連
邦
機
関
と
の
調
整
」
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
、
一

九
九
〇
年
、『
Ｎ
Ｂ
Ｌ
』
四
四
八
号
、
一
二
〜
一
七
頁

１５．

「
財
務
破
綻
に
あ
る
株
式
会
社
の
吸
収
合
併
に
つ
い
て
」
日
本

私
法
学
会
、
一
九
九
〇
年
、『
私
法
』
五
二
号
、
二
二
〇
〜
二

二
六
頁

１６．

「
持
株
会
社
を
巡
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

序
説
」

千
葉
大
学
、
一
九
九
五
年
、『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
一
一
巻

一
号
、
三
七
〜
六
一
頁

１７．

「
自
動
車
保
険
料
率
自
由
化
問
題
の
検
討
と
課
題
」
商
事
法
務

研
究
会
、
一
九
九
七
年
、『
Ｎ
Ｂ
Ｌ
』
六
一
一
号
、
六
〜
一
二
頁

１８．

「
自
動
車
保
険
料
率
の
自
由
化
の
内
容
と
独
禁
法
と
の
関
係

―
―
料
団
法
改
正
法
案
に
お
け
る
若
干
の
論
点
の
検
討
」
商
事

法
務
研
究
会
、
一
九
九
八
年
、『
Ｎ
Ｂ
Ｌ
』
六
四
一
号
、
六
〜

一
四
頁

１９．

「
保
険
持
株
会
社
を
巡
る
若
干
の
法
的
論
点
の
考
察
」
上
智
大

学
、
一
九
九
八
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
四
一
巻
一
号
、
九

七
〜
一
二
二
頁

２０．

「
非
按
分
型
会
社
分
割
と
株
主
平
等
原
則
に
関
す
る
若
干
の
考

察
」
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九
九
九
年
、『
金
融
法
務
事

情
』
一
五
六
三
号
、
四
二
〜
四
八
頁

２１．

「
金
融
持
株
会
社
と
傘
下
子
会
社
の
業
務
範
囲
の
検
討
」（
共

著
）、
金
融
法
学
会
、
二
〇
〇
一
年
、『
金
融
法
研
究

資
料
編

⒄
』、
一
七
六
〜
二
〇
二
頁

２２．

「
合
併
・
分
割
と
会
社
法
」
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
、『
法

律
時
報
』
七
五
巻
四
号
、
一
八
〜
二
一
頁

２３．

「
会
社
法
に
お
け
る
基
準
日
後
の
株
主
の
議
決
権
の
帰
趨
―
―

会
社
法
一
二
四
条
四
項
の
解
釈
論
」
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、

二
〇
〇
六
年
、『
金
融
法
務
事
情
』
一
七
八
四
号
、
七
〜
一
四
頁

２４．

「
公
開
会
社
で
は
な
い
株
式
会
社
に
お
け
る
属
人
的
定
め
の
意

義
」
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
、『
会
社
法
の
争
点
』（
新
・
法
律

学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
第
五
巻
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）、
四
八
〜

四
九
頁

２５．

「
金
融
機
関
の
金
融
商
品
取
引
業
務
と
一
般
的
義
務
の
概
要
」

金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
、『
金
融
法
務
事
情
』

一
九
九
二
号
、
六
〜
一
三
頁
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Ⅲ

判
例
評
釈

１．

「
会
社
の
事
実
上
の
整
理
の
方
法
と
し
て
、
株
式
会
社
の
資
産

一
切
が
債
権
者
代
表
を
経
由
し
て
右
会
社
と
同
一
営
業
目
的
の

新
会
社
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
の

営
業
譲
渡
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
上
智
大
学
、
一
九

七
七
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
二
一
巻
一
号
、
一
九
九
〜
二
〇

八
頁

２．

「
包
括
的
ラ
イ
セ
ン
ス
と
『
当
然
違
法
』
原
則
―
―
Ｃ
Ｂ
Ｓ
事

件
（Broadcast

M
usic,Inc.v.Colum

bia
Broadcasting

System
,１９７９

T
rade

Cas.¶６２,５５８
（１９７９

））」
国
際
商
事

法
務
研
究
所
、
一
九
八
一
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
九
巻
一
二

号
、
六
六
〇
〜
六
六
一
頁

３．

「
自
賠
責
保
険
の
査
定
の
拘
束
力
」
損
害
保
険
企
画
、
一
九
八

二
年
、『
損
保
企
画
』
一
六
二
号
、
四
〜
九
頁

４．

「
Ｉ
Ｂ
Ｍ
分
割
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
取
下
げ
の
合
意
に
対
し
て

タ
ニ
ー
法
の
適
用
が
否
定
さ
れ
た
事
例
」
国
際
商
事
法
務
研
究

所
、
一
九
八
二
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
〇
巻
一
一
号
、
七

二
六
〜
七
二
七
頁

５．

「
真
正
商
品
の
輸
入
に
お
け
る
商
標
保
護
と
反
ト
ラ
ス
ト
法

（Bell&
H
ow
ell:M

am
iya
Co.v.M

aselSupply
Co.

一

九
八
二
年
九
月
三
〇
日
二
ュ
ー
ヨ
ー
ク
東
部
連
邦
地
裁
決
定
、

５４８
F.Supp.１０６３

（１９８２

））」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、
一

九
八
三
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
一
巻
五
号
、
三
四
六
〜
三

四
七
頁

６．

「
現
実
の
潜
在
的
競
争
理
論
と
明
白
な
証
拠
―
―FT

C’s
O
pinions

and
O
rder

in
the
M
atter

of
B.A
.T
.Indus-

tries,Ltd.,and
A
ppleton

Papers,Inc.,D
ecem

ber１７,
１９８４

」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、『
国
際
商
事

法
務
』
一
三
巻
四
号
、
二
八
六
〜
二
八
七
頁

７．

「Bankam
erica

Corp.v.U
nited

States,４６２
U
.S.１２２,

１０３
S.
Ct.２２６６

（１９８３

）
―
―
ク
レ
イ
ト
ン
法
（Clayton

A
ct

）
八
条
四
項
は
、
銀
行
と
保
険
会
社
間
に
お
け
る
取
締
役

兼
任
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
」
日
米
法
学
会
、
一
九
八
五

年
、『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
八
四
年
二
号
、
三
〇
一
〜
三
〇
六
頁

８．

「
公
営
と
畜
場
の
低
額
料
金
と
不
当
廉
売
―
東
京
都
と
畜
場
事

件
」
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
八
八
七
号

（
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
）、
二
三
四
〜
二
三
六
頁

９．

「
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
社
対
タ
イ
ム
社
事
件
」
国
際
商
事
法
務
研
究

所
、
一
九
九
〇
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
八
巻
四
号
、
四
一

八
〜
四
一
九
頁

１０．

「
手
形
保
証
人
か
共
同
振
出
人
か
」
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
、

『
手
形
小
切
手
法
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
八
号
）』、
二
一
二
〜
二
一
三
頁

１１．

「
競
争
関
係
に
あ
る
会
社
の
株
式
の
間
接
的
所
有
」
有
斐
閣
、

一
九
九
一
年
、『
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』（
別

冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
号
）、
一
三
二
〜
一
三
三
頁

６５２



１２．

「
貸
金
業
法
四
三
条
一
項
に
お
け
る
書
面
の
要
件
」
有
斐
閣
、

一
九
九
一
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
八
七
号
、
一
〇
九
〜
一
一

二
頁

１３．

「
合
併
比
率
の
不
当
・
不
公
正
と
合
併
無
効
事
由
」
有
斐
閣
、

一
九
九
二
年
、『
会
社
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
一
六
号
）、
一
九
〇
〜
一
九
一
頁

１４．

「California
v.
A
m
erican

Stories
Co.,４９５

U
.S.２７１,

１１０
S.Ct.１８５３

（１９９０

）
―
―
排
除
命
令
（divestiture

）

は
私
訴
に
関
す
る
ク
レ
イ
ト
ン
法
一
六
条
に
い
う
差
し
止
め
命

令
に
よ
る
救
済
の
一
形
態
で
あ
る
」
日
米
法
学
会
、
一
九
九
二

年
、『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
九
二
年
一
号
、
一
八
〇
〜
一
八
五
頁

１５．

「
建
物
の
譲
渡
担
保
と
火
災
保
険
契
約
の
被
保
険
利
益
の
分
属
」

有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
一
〇
号
、
一

〇
五
〜
一
〇
七
頁

１６．

「
地
震
約
款
の
有
効
性
」
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
、『
商
法
（
保

険
・
海
商
）
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二

一
号
）、
五
四
〜
五
五
頁

１７．

「
取
締
役
の
辞
任
に
よ
る
変
更
登
記
の
登
記
請
求
権
」
有
斐
閣
、

一
九
九
三
年
、『
商
業
登
記
先
例
判
例
百
選
』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
二
四
号
）、
八
〜
九
頁

１８．

「
建
物
の
譲
渡
担
保
権
設
定
者
の
火
災
保
険
被
保
険
利
益
の
有

無
」
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、『
担
保
法
の
判
例
Ⅱ
』（
ジ
ュ
リ

ス
ト
増
刊
）、
一
九
〜
二
一
頁

１９．

「
匿
名
組
合
の
意
義
」
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、『
商
法
（
総

則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

二
九
号
）、
一
三
二
〜
一
三
三
頁

２０．

「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
紛
失
届
提
出
の
立
証
と
立
替
金
支
払
義

務
」
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
六
〇
号
、

一
一
一
〜
一
一
三
頁

２１．

「
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
競
業
禁
止
約
定
の
効
力
」
有
斐
閣
、

一
九
九
五
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
六
八
号
（
平
成
六
年
度

重
要
判
例
解
説
）、
一
一
二
〜
一
一
三
頁

２２．

「
総
合
口
座
普
通
預
金
の
僚
店
で
の
払
戻
し
と
銀
行
の
注
意
義

務
」
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
六
九
号
、

一
四
四
〜
一
四
七
頁

２３．

「
テ
ー
ブ
ル
・
フ
ァ
イ
ア
ー
」
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
、『
損
害

保
険
判
例
百
選
』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
号
）、
一
九
八
〜

一
九
九
頁

２４．

「
真
正
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
よ
る
不
正
払
戻
と
免
責
約
款
に

よ
る
免
責
」
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇

九
五
号
、
一
九
四
〜
一
九
七
頁

２５．

「
工
業
組
合
が
取
引
先
協
同
組
合
の
需
要
先
に
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
か
ら
製
品
の
購
入
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（
一
般

指
定
一
一
項
）（
滋
賀
県
生
コ
ン
工
組
事
件
）」
有
斐
閣
、
一
九

九
七
年
、『
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕』（
別
冊

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
一
号
）、
一
二
二
〜
一
二
三
頁

２６．

「
手
形
保
証
人
か
共
同
振
出
人
か
」
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
、

『
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
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四
四
号
）、
一
四
〜
一
五
頁

２７．

「
公
取
委
委
員
の
審
決
関
与
資
格
の
喪
失
理
由
」
有
斐
閣
、
一

九
九
八
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一
二
七
号
、
一
三
一
〜
一
三

四
頁

２８．

「
不
公
正
な
取
引
方
法
旧
一
般
指
定
七
・
八
の
『
正
当
な
理
由
』

の
立
証
」
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
、『
東
京
大
学
商
法
研
究

会
・
商
事
判
例
研
究
21
昭
和
四
五
年
度
』、一
六
八
〜
一
七
四
頁

２９．

「
合
併
比
率
の
不
公
正
と
合
併
無
効
原
因
」
有
斐
閣
、
一
九
九

八
年
、『
会
社
判
例
百
選
〔
第
六
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

四
九
号
）、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁

３０．

「
利
回
り
保
証
約
束
と
証
券
会
社
の
不
法
行
為
責
任
」
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一
七
三
号
、
一
三
八
〜
一

四
〇
頁

３１．

「
裁
判
上
の
和
解
に
よ
る
自
己
株
式
取
得
が
無
効
と
さ
れ
た
事

例
」
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一
九
六
号
、

一
三
三
〜
一
三
五
頁

３２．

「
証
券
会
社
の
損
失
補
て
ん
に
よ
る
不
当
顧
客
誘
引
」
有
斐
閣
、

二
〇
〇
二
年
、『
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
〔
第
六
版
〕』（
別

冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
一
号
）、
一
四
六
〜
一
四
七
頁

３３．

「
損
害
保
険
料
率
カ
ル
テ
ル
に
係
る
課
徴
金
に
お
け
る
売
上
額

の
算
定
―
日
本
機
械
保
険
連
盟
構
成
事
業
者
課
徴
金
事
件
―
」

有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
、『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
二
二
四
号
（
平

成
一
三
年
度
重
要
判
例
解
説
）、
二
五
三
〜
二
五
五
頁

３４．

「
匿
名
組
合
を
利
用
し
た
レ
バ
レ
ッ
ジ
ド
・
リ
ー
ス
」
有
斐
閣
、

二
〇
〇
二
年
、『
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
〔
第
四

版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
四
号
）、
一
六
四
〜
一
六
五
頁

３５．

「
手
形
の
偽
造
と
民
法
七
一
五
条
の
使
用
者
責
任
」
有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
、『
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〔
第
六
版
〕』（
別
冊

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
三
号
）、
四
〇
〜
四
一
頁

３６．

「
合
併
比
率
の
不
公
正
と
合
併
無
効
原
因
」
有
斐
閣
、
二
〇
〇

六
年
、『
会
社
法
判
例
百
選
』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
〇
号
）、

一
九
二
〜
一
九
三
頁

３７．

「
匿
名
組
合
を
利
用
し
た
レ
バ
レ
ッ
ジ
ド
・
リ
ー
ス
」
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
、『
商
法
（
総
則
・
商
行
為
）
判
例
百
選
〔
第
五

版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
四
号
）、
一
六
六
〜
一
六
七
頁

３８．

「
外
務
員
の
契
約
締
結
権
限
」
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
、『
保
険

法
判
例
百
選
』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
二
号
）、
一
一
四
〜
一

一
五
頁

３９．

「
合
併
比
率
の
不
公
正
と
合
併
無
効
原
因
」
有
斐
閣
、
二
〇
一

一
年
、『
会
社
法
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

二
〇
五
号
）、
一
八
四
〜
一
八
五
頁

Ⅳ

解
説
・
紹
介
等

１．

「
西
ド
イ
ツ
株
式
会
社
法
定
款
（
四
）」（
共
著
）、
上
智
大
学
、

一
九
七
七
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
二
一
巻
一
号
、
一
九
八

（
一
）
〜
一
八
六
（
一
三
）
頁

２．

「
会
社
更
生
計
画
の
分
析
―
昭
和
四
〇
年
・
四
七
年
・
五
二
年

６５４



認
可
計
画
に
つ
い
て
―
」（
共
著
）、
上
智
大
学
、
一
九
七
八
年
、

『
上
智
法
学
論
集
』
二
二
巻
一
号
、
一
九
九
〜
二
四
八
頁

３．

「
一
九
八
〇
年
七
月
四
日
の
西
ド
イ
ツ
有
限
会
社
法
お
よ
び
そ

の
他
の
商
事
法
規
定
の
改
正
に
関
す
る
法
律
（
一
）」（
共
著
）、

上
智
大
学
、
一
九
八
一
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
二
四
巻
二
号
、

一
五
一
〜
一
六
二
頁

４．

「
一
九
八
〇
年
七
月
四
日
の
西
ド
イ
ツ
有
限
会
社
法
お
よ
び
そ

の
他
の
商
事
法
規
定
の
改
正
に
関
す
る
法
律
（
二
・
完
）」（
共

著
）、
上
智
大
学
、
一
九
八
一
年
、『
上
智
法
学
論
集
』
二
五
巻

一
号
、
一
九
九
〜
二
一
八
頁

５．

「
一
九
八
二
会
計
年
度
に
お
け
る
司
法
省
反
ト
ラ
ス
ト
局
の
活

動
方
針
」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、
一
九
八
一
年
、『
国
際
商

事
法
務
』
九
巻
七
号
、
三
六
四
〜
三
六
五
頁

６．

「
米
国
司
法
省
の
新
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要
と
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の

対
応
」
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
二
年
、『
旬
刊
商
事
法

務
』
九
四
八
号
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁

７．

「
大
規
模
合
併
の
審
査
に
お
け
る
待
機
期
間
延
長
法
案
に
つ
い

て
」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、
一
九
八
四
年
、『
国
際
商
事
法

務
』
一
二
巻
一
号
、
五
四
〜
五
五
頁

８．

「EarlW
.K
intner,FederalA

ntitrustLaw
,V
olum

e
４
,

T
he
Clayton

A
ct,Section

３
;Section

７

」
国
家
学
会
事

務
所
、
一
九
八
五
年
、『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
八
巻
七
・
八
号
、

五
九
七
〜
五
九
九
頁

９．

「Legal
and

D
e
Facto

A
spects

of
Inw
ard

D
irect

In-

vestm
ent
in
Japan

」
千
葉
大
学
、
一
九
八
七
年
、『
千
葉
大

学
法
学
論
集
』
一
巻
二
号
、
一
九
二
（
一
）
〜
一
六
九
（
二

四
）
頁

１０．

「
韓
国
の
国
際
的
契
約
に
お
け
る
不
公
正
取
引
行
為
等
の
範
囲

と
基
準
」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、
一
九
八
八
年
、『
国
際
商

事
法
務
』
一
六
巻
三
号
、
二
四
六
〜
二
四
七
頁

１１．

「
米
国
に
お
け
る
企
業
買
収
規
制
の
動
向
」
国
際
商
事
法
務
研

究
所
、
一
九
八
八
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
六
巻
六
号
、
五

〇
〇
〜
五
〇
一
頁

１２．

「
Ｍ
＆
Ａ
を
め
ぐ
る
米
国
の
最
近
の
動
向
」
国
際
商
事
法
務
研

究
所
、
一
九
八
九
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
七
巻
三
号
、
三

三
八
〜
三
三
九
頁

１３．

「
シ
ャ
ー
マ
ン
法
罰
金
強
化
法
案
」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、

一
九
八
九
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
七
巻
一
二
号
、
一
三
二

八
〜
一
三
二
九
頁

１４．

「
米
国
の
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
の
動
向
」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、

一
九
九
〇
年
、『
国
際
商
事
法
務
』
一
八
巻
三
号
、
三
一
〇
〜

三
一
一
頁

１５．

「A
m
endm

ents
to
the
Securities

and
Exchange

A
ct

」

CCH
IN
T
ERN

A
T
IO
N
A
L,

一
九
九
〇
年
、『#９９―０２５

of
JA
PA
N
BU
SIN
ESS

LA
W
GU
ID
E

』

１６．

「A
m
endm

ents
to
the

Com
m
ercial

Code

」CCH
IN
-

T
ERN

A
T
IO
N
A
L,

一
九
九
〇
年
、『#９９―０２６

of
JA
PA
N

BU
SIN
ESS

LA
W
GU
ID
E

』

遠藤美光先生 主要著作目録

６５５



１７．

「A
pplication

of
Com

m
ercial

Code
A
m
endm

ents
to

Existing
Com

panies

」CCH
IN
T
ERN

A
T
IO
N
A
L,

一
九

九
一
年
、『#９９―０３０

of
JA
PA
N
BU
SIN
ESS

LA
W

GU
ID
E

』

１８．

「Recent
take-over-bid

cases

」CCH
IN
T
ERN

A
-

T
IO
N
A
L,

一
九
九
一
年
、『#９９―０３１

of
JA
PA
N
BU
SI-

N
ESS

LA
W
GU
ID
E

』

１９．

「
全
米
司
法
長
官
協
会
一
九
九
三
年
水
平
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
概
要
―
―
一
九
九
二
年
司
法
省
・
Ｆ
Ｔ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

の
比
較
を
含
め
て
」
国
際
商
事
法
務
研
究
所
、
一
九
九
三
年
、

『
国
際
商
事
法
務
』
二
一
巻
九
号
、
一
〇
五
六
〜
一
〇
六
一
頁

Ⅴ

報
告
書

１．

「
不
況
産
業
と
独
禁
政
策
」
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一
九
七

九
年
、『
競
争
法
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
（
産
業
組
織

問
題
の
調
査
研
究
５３
―

６
）』、
七
七
〜
九
四
頁

２．

「
企
業
の
海
外
進
出
と
独
占
禁
止
法
の
対
応
―
企
業
法
的
観
点

か
ら
の
一
考
察
―
」
公
正
取
引
委
員
会
、
一
九
八
三
年
、『
公

正
取
引
委
員
会
輸
入
問
題
研
究
会
資
料
⑵
』、
一
〜
二
七
頁

３．

「
合
併
・
事
業
提
携
に
関
す
る
規
制
」（
共
著
）、
財
団
法
人
産

業
研
究
所
、
一
九
八
三
年
、『
独
占
禁
止
法
に
関
す
る
調
査
研

究
報
告
書
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
５７
―

２
）』、
三
二
〜

五
五
頁

４．

「
中
小
企
業
の
協
同
化
と
競
争
維
持
」（
共
著
）、
財
団
法
人
産

業
研
究
所
、
一
九
八
四
年
、『
欧
米
に
お
け
る
中
小
企
業
法
制

と
競
争
政
策
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
（
産
業
組
織
問
題
の

調
査
研
究
５８
―

３
）』、
三
九
〜
六
〇
頁

５．

「
合
弁
事
業
に
対
す
る
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
規
制
」（
共

著
）、
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、『
最
近
に
お
け

る
米
国
独
占
禁
止
法
の
国
際
的
展
開
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告

書
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
５９
―

３
）』、
二
九
〜
四
九
頁

６．

「
合
併
規
制
の
変
遷
と
一
九
八
四
年
司
法
省
新
合
併
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、『
欧
米
の
反

ト
ラ
ス
ト
政
策
の
動
向
と
評
価
に
つ
い
て
（
産
業
組
織
問
題
の

調
査
研
究
５９
―

４
）』、
八
〜
一
二
頁

７．

「
持
株
会
社
規
制
と
外
国
会
社
」
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一

九
八
六
年
、『
貿
易
摩
擦
と
競
争
政
策
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て

（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
６０
―

３
）』、
六
〇
〜
六
五
頁

８．

「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
資
本
移
動
・
経
常
的
貿
易
外
取
引
自
由
化
規
約
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
お
よ
び
国
内
法
制
」（
共
著
）、
日
本
国
際
問
題

研
究
所
、
一
九
八
六
年
、『
日
本
国
際
問
題
研
究
所
報
告
書
』、

一
〇
〇
〜
一
二
二
頁

９．

「D
irect

Investm
ent
in
Japan

」T
he
D
ean

Rusk
Cen-

ter
for
Internationaland

Com
parative

Law
,U
niver-

sity
of
Georgia,

一
九
八
六
年
、『D

Y
N
A
M
ICS

O
F

JA
PA
N
ESE-U

N
IT
ED

ST
A
T
ES

T
RA
D
E
RELA

-
T
IO
N
S

』、
一
三
九
〜
一
七
二
頁

６５６



１０．

「
国
際
化
に
対
応
し
た
外
国
企
業
の
対
日
投
資
環
境
の
整
備
」

財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一
九
八
七
年
、『
企
業
活
動
の
国
際

化
と
競
争
政
策
に
つ
い
て
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
６１
―

１
）』、
一
二
六
〜
一
三
一
頁

１１．

「
米
国
の
移
転
価
格
税
制
に
つ
い
て
」（
共
著
）、
財
団
法
人
産

業
研
究
所
、
一
九
八
七
年
、『
米
国
に
お
け
る
わ
が
国
企
業
の

事
業
活
動
に
伴
う
諸
問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
（
産
業
組
織
問

題
の
調
査
研
究
６１
―

２
）』、
八
二
〜
一
〇
三
頁

１２．

「
株
式
保
有
関
連
」（
共
著
）、
企
業
活
力
研
究
会
、
一
九
八
七

年
、『
改
正
後
一
〇
年
を
迎
え
た
現
行
独
禁
法
の
総
合
評
価
』、

四
六
〜
五
一
頁

１３．

「
事
業
の
多
角
化
と
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
『
一
定
の
取
引
分

野
』
に
つ
い
て
」
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一
九
八
八
年
、

『
産
業
構
造
調
整
及
び
国
際
化
の
進
展
に
対
応
し
た
競
争
政
策

の
在
り
方
に
つ
い
て
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
６２
―

１
）』

八
〇
〜
八
九
頁

１４．

「
貿
易
摩
擦
の
国
際
経
済
法
上
の
性
格
と
位
置
づ
け
に
関
す
る

実
証
的
・
理
論
的
研
究
」（
丹
宗
暁
信
他
と
の
共
著
）、
千
葉
大

学
、
一
九
八
九
年
、『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
三
巻
二
号
、
九

一
〜
一
六
九
頁

１５．

「
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
Ｍ
＆
Ａ
規
制
等
の
最
近
の
動
向
に
つ

い
て
」
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一
九
八
九
年
、『
最
近
の
競

争
政
策
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
６３
―

１
』、
一
〇
〜
二
二
頁

１６．

「
消
費
税
法
の
経
済
法
的
検
討
」
財
団
法
人
産
業
研
究
所
、
一

九
八
九
年
、『
最
近
の
競
争
政
策
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
産
業
組

織
問
題
の
調
査
研
究
６３
―

１
』、
七
四
〜
八
五
頁

１７．

「
日
本
市
場
の
不
透
明
性
と
構
造
協
議
」
財
団
法
人
産
業
研
究

所
、
一
九
九
〇
年
、『
最
近
の
競
争
政
策
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に

つ
い
て
―
日
米
間
の
構
造
問
題
に
関
す
る
諸
論
点
の
検
討
と
分

析
―（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
元
―

１
）』、
五
七
〜
六
五
頁

１８．

「
事
業
者
間
取
引
の
継
続
性
・
排
他
性
」
財
団
法
人
産
業
研
究

所
、
一
九
九
一
年
、『
最
近
の
競
争
政
策
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に

つ
い
て
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
２
―

１
）』、
六
一
〜
六

七
頁

１９．

「
米
国
に
お
け
る
合
併
規
制
の
近
時
の
動
向
」
財
団
法
人
産
業

研
究
所
、
一
九
九
二
年
、『
最
近
の
競
争
政
策
を
め
ぐ
る
諸
問

題
に
つ
い
て
（
産
業
組
織
問
題
の
調
査
研
究
３
―

１
）』、
一
一

五
〜
一
二
一
頁

２０．

「
取
締
役
の
監
視
義
務
と
内
部
統
制
に
関
す
る
覚
書
―
―
社
外

取
締
役
義
務
化
論
に
関
連
し
て
―
―
」
千
葉
大
学
、
二
〇
一
二

年
、『
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
二
〇
一
集
「
取
締
役
の
監
視
義
務
」』、

一
〜
一
七
頁

遠藤美光先生 主要著作目録
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